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王寺町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱 

   

 

第１条 趣 旨 

この要綱は、大規模地震の発生に備えた安全な地域づくりのための第一歩として、

地震時において倒壊して避難路等をふさぎ、避難、救命、消火等の活動の妨げにな

る危険性が高く、又は大規模火災の可能性がある木造住宅の耐震診断を早急に普及

させるため、王寺町の既存木造住宅の耐震診断に係る事業（以下「事業」という。）

の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 定 義 

１ この要綱において「住宅」とは、一戸建ての専用住宅、一戸建ての住宅で店舗等

の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の１／２未満の

もの）をいう。 

２ この要綱において「耐震診断」とは、国土交通省監修の「木造住宅の耐震精密診

断と補強方法」の基準に基づき地震に対する安全性を評価することをいう。 

３ この要綱において「耐震診断技術者」とは、建築士法（昭和２５年法律第２０２

号）第２３条第１項の規定に基づき、都道府県知事の登録を受けている建築士事務

所に所属する建築士、または建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項

の規定に基づき都道府県知事の許可を受けている建設業の営業所に所属する建築

士で特定非営利活動法人「人・家・街 安全支援機構」が実施する耐震診断技能講

習会を受講し、耐震診断技能を有する者として登録されているものをいう。 

 

第３条 事業対象区域 

事業の対象となる区域（以下「事業対象区域」という。）は、次に掲げる区域と

する。 

(１)王寺町耐震改修促進計画に定める区域 

 

第４条 事業対象建築物 

事業の対象となる建築物（以下「事業対象建築物」という。）は、事業対象区域

内に存する住宅のうち昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅であって、

延べ面積が２５０平方メートル以下でかつ地階を除く階数が２以下の住宅とする。 

 

第５条 事業対象者 

事業の対象となる者は、第４に規定する事業対象建築物の所有者又は所有者の



同意を得た者（共有の場合にあっては、共有者の全員により合意された代表者）

であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）町税等の滞納がないこと。 

  （２）事業対象建築物の相続登記が完了していない場合にあっては、相続権利者を

代表する者であることを確約できること。 

（３）国その他地方公共団体の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。 

  （４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号第

２条第６号に規定する暴力団員でないこと 

 

第６条 助成内容 

１ 王寺町長は、事業対象建築物の耐震診断に関して、当該建築物の所有者の申請に

基づき、次に掲げる助成を行うものとする。 

（１）事業対象建築物に対する耐震診断技術者の派遣 

（２）耐震診断結果の説明及び耐震改修に向けてのアドバイス 

（３）(１)及び（２）に要する経費の一部 

２ 助成金の額及び事業対象建築物の所有者の負担額は、次のとおりとする。 

助成の対象となる経費 助 成 金 の 額 
事 業 対 象 建 築 物 の 
所 有 者 の 負 担 額  

耐 震 診 断 技 術 者 の 
派 遣 に 要 す る 経 費 

事 業 対 象 建 築 物 １ 件 
あ た り 、 ５ ， ０ ０ ０ 円 

事 業 対 象 建 築 物 １ 件 
あたり、       ０円 

 

第７条 助成の申請 

第６による助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、耐震診断（契

約含む。）に着手する前に、次に掲げる書類を王寺町長に提出しなければならない。 

(1) 王寺町既存木造住宅耐震診断事業助成申請書（第１号様式） 

(2) 事業対象建築物の所有者が確認できる書類 

(3) 事業対象建築物の建築時期が確認できる書類 

(4) 事業対象建築物の外観写真 

(5) 所有者が複数あるときは、申請者以外の所有者の同意書（第２号様式） 

(6) 確約書（第３号様式。第５条第２号の規定に該当する場合に限る。） 

(7) 前各号に掲げるもののほか、王寺町長が必要と認める書類 

 

 



第８条 助成の決定等 

王寺町長は、第７の書類を受理し適当と認めたときは、助成の決定を行い、王寺

町既存木造住宅耐震診断事業助成決定通知書（第２号様式）により、当該申請者に

通知するものとする。この場合において、王寺町長は、助成の目的を達成させるた

めに必要な条件を付すことができる。 

２ 王寺町長は、助成を実施しないことを決定したときは、王寺町既存木造住宅耐震

診断事業不助成決定通知書（第３号様式）により、当該申請者に通知するものとす

る。 

 

第９条 変更の承認の申請 

助成決定者は、当該助成の決定に係る内容を変更しようとするときは、王寺町既

存木造住宅耐震診断事業助成内容変更承認申請書（第４号様式）を王寺町長に提出

しなければならない。 

２ 王寺町長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、王寺町既存木造住宅耐震

診断事業助成内容変更承認決定通知書（第５号様式）により通知するものとする。 

 

第10条 中止の承認の申請 

助成決定者は、当該助成の決定に係る耐震診断を中止しようとするときは、王寺

町既存木造住宅耐震診断事業助成中止承認申請書（第６号様式）を王寺町長に提出

しなければならない。 

２ 王寺町長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、王寺町既存木造住宅耐震

診断事業助成中止承認決定通知書（第７号様式）により通知するものとする。 

 

第11条 その他 

この要綱に規定するもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、王寺町長

が別に定める。 

 

附 則 

  この要綱は、平成１８年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

  この要綱は、平成２０年度分の補助金から適用する。 

 

    附 則 

  この要綱は、平成２１年度分の補助金から適用する。 



 

附 則 

  この要綱は、平成２２年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

  この要綱は、平成２８年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和元年５月１日から適用する。 

 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後の王寺町既存木造住宅耐震診断 

 

事業実施要綱の規定は令和２年度分の補助金から適用する。 


